
今後も「おぜだっペイカード」は事業

実施に活用しますので、使用後も
絶対に紛失しないでください!!

物価高騰対策生活支援事業【村民カードへ10,000dp付
与】の有効期限につきましては、広報３月号にて「令和８年３
月２０日（金）」が有効期限とお知らせしましたが、住民の皆
様の活用状況等を考慮し、有効期限を『令和８年４月３０日
（木）』まで延長させていただくこととなりました。
ポイントがまだ残っている方については、可能な限り有効期限
までに使い切っていただきますようお願い申し上げます。
※有効期限に近いマネー・ポイントから決済されます。
※村民カードの残額の確認方法については、役場総務課
（TEL：５８－２１１１）までお問い合わせください。
⇒カード表面に記載されている８桁の会員コードNo.お知ら
せいただければこちらのシステムで確認できます。


